
（４） ２００３．１２．１１

　

市
立
小
・
中
学
校
の
障
が
い
児
の
教

育
活
動
充
実
の
た
め
、
介
助
を
し
て
い

障
が
い
児
介
助
員

ご

覧

下

さ

い

町
田
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
変
更

認
可
（
案
）
関
係
図
書

入

会

児

童

平
成　

年
度
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

１６

ス
ポ
ー
ツ
指
導
員

（
嘱
託
職
員
）

○
資
格　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す

る
１
９
６
３
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
①
体
育
系
４
年
制
大
学
・
短
期

大
学
・
体
育
系
専
門
学
校
の
い
ず
れ
か

を
卒
業
し
た
方
（
２
０
０
４
年
３
月
ま

で
に
卒
業
見
込
み
の
方
を
含
む
）
②
社

会
体
育
指
導
の
職
務
の
経
験
を
３
年
以

上
有
す
る
方

○
雇
用
期
間　

４
月
１
日
〜
２
０
０
５

年
３
月　

日
３１

○
勤
務
時
間　

原
則
と
し
て
週
５
日
以

内
（
週　

時
間
）

３０

○
勤
務
場
所　

市
内
体
育
施
設
等

○
報
酬　

月
額　

万
８
５
０
０
円
（
交

１８

通
費
別
途
）

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
申
込
締
切　
　

月　

日
（
必
着
）

１２

２０

※
募
集
要
項
・
申
込
書
は
総
合
体
育
館

及
び
サ
ン
町
田
旭
体
育
館
で
配
布
す
る

ほ
か
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

□問
 

ス
ポ
ー
ツ
課
11
７
２
４
・
３
４
４
０

ごみ収集年末・年始日程表
年末（１２月）

２９日（月）まで月・水・金コース
燃やせるごみ

３０日（火）まで火・木・土コース

※最終日は収集地区によって
　異なりますので、集積所の
　張り紙で確認して下さい。

燃 や せ な い
ご み

ビン・カン／
有 害 ご み

古 紙 ・ 古 着

※２３日（祝）は通常どおり収集します。
年始（１月）

５日（月）から月・水・金コース
燃やせるごみ

６日（火）から火・木・土コース

※開始日は収集地区によって
　異なりますので、集積所の
　張り紙で確認して下さい。

燃 や せ な い
ご み

ビン・カン／
有 害 ご み

古 紙 ・ 古 着

　

市
の
将
来
都
市
像
及
び
基
本
目
標
、

そ
の
達
成
に
向
け
た
施
策
の
方
向
を
定

め
る
町
田
市
長
期
計
画
に
つ
い
て
審
議

す
る
、
第　

回
町
田
市
長
期
計
画
審
議

１５

町
田
市
長
期
計
画

審

議

会

基
本
健
康
診
査

乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診

（
医
師
の
判
断
で
選
択
的
に
実
施
）
＝

①
心
電
図
検
査
②
眼
底
検
査
③
血
糖
検

査
④
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
▽
肝
炎
ウ

ィ
ル
ス
検
査
（　

歳
以
上
の
方
）

４０

※
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
検
査
は
受
診
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

※　

歳
以
上
の
寝
た
き
り
の
方
は
医
師

４０
が
訪
問
し
て
診
査
し
ま
す
。
か
か
り
つ

け
医
に
ご
相
談
下
さ
い
。

○
費
用　

無
料
（
た
だ
し
、
定
め
ら
れ

た
検
査
以
外
の
検
査
、
治
療
及
び
投
薬

に
要
す
る
費
用
は
自
己
負
担
）

【
乳
が
ん
検
診
】

○
検
診
内
容　

問
診
、
視
診
、
触
診

※
月
経
前
の
受
診
は
な
る
べ
く
避
け
て

下
さ
い
。

【
子
宮
が
ん
検
診
】

○
検
診
内
容　

問
診
、
視
診
、
内
診
、

検
体
採
取
検
査
（
体
部
に
つ
い
て
は
医

師
が
必
要
と
認
め
た
方
の
み
）

※
子
宮
筋
腫
等
で
子
宮
手
術
を
受
け
た

方
は
、
細
胞
が
採
取
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
事
前
に
医
師
と
相
談
の
う

え
、
検
診
を
受
け
て
下
さ
い
。

○
費
用　

乳
が
ん
検
診
＝
７
０
０
円
▽

子
宮
が
ん
検
診
＝
頸
部
の
み
…
１
０
０

０
円
、
頸
部
＋
体
部
…
２
０
０
０
円

○
支
払
方
法　

受
診
す
る
際
に
病
・
医

院
に
現
金
で
お
支
払
い
下
さ
い
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
○福
 

医
療
証
を
お
持
ち
の
方

○
○老
 

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方

○
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

○
２
０
０
３
年
度
の
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
病
・
医
院
の
窓
口
で
渡
さ
れ
る
受
診

票
で
、
負
担
・
非
負
担
の
届
け
出
を
し

て
下
さ
い
。

　

こ
の
検
診
は
町
田
市
医
師
会
の
協
力

で
実
施
す
る
も
の
で
す
。

○
対
象　

町
田
市
民
で
勤
務
先
等
で
検

診
の
機
会
の
な
い
、
基
本
健
康
診
査
は

　

歳
以
上
の
方
、
乳
が
ん
検
診
・
子
宮

１８が
ん
検
診
は　

歳
以
上
の
女
性
の
方

３０

○
受
診
期
間　

原
則
と
し
て
誕
生
月
と

そ
の
翌
月

○
受
診
方
法　

健
康
手
帳
（
お
持
ち
で

な
い
方
に
は
病
・
医
院
で
交
付
し
ま

す
）
、
保
険
証
等
を
お
持
ち
に
な
り
、

病
・
医
院
の
一
般
診
療
時
間
内
に
受
診

し
て
下
さ
い
。

※
健
康
課
に
申
し
込
む
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
検
診
日
時
が
決
め
ら
れ
て
い
る
病
・

医
院
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

○
会
場　

町
田
市
医
師
会
加
入
の
実
施

病
・
医
院
（
必
要
な
方
に
は
病
・
医
院

の
一
覧
表
を
送
付
し
ま
す
。
健
康
課
ま

で
ご
連
絡
下
さ
い
。
な
お
、
一
覧
表
は

町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。
）

※
町
田
市
民
病
院
は
、
一
次
検
診
の
実

施
機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
医
療

機
関
を
ご
利
用
下
さ
い
。

【
基
本
健
康
診
査
】

○
検
診
内
容　

必
須
検
査
（
全
て
の
方

に
実
施
）
＝
①
問
診
②
理
学
的
診
察
③

血
圧
測
定
④
尿
定
性
検
査
⑤
血
液
検
査

（
正
確
な
検
査
数
値
を
出
す
た
め
に
空

腹
時
に
お
受
け
下
さ
い
）
▽
選
択
診
査

　

学
童
保
育
ク
ラ
ブ
（
左
表
）
は
、
保

護
者
が
共
働
き
や
病
気
な
ど
の
た
め
、

放
課
後
子
ど
も
の
面
倒
を
み
る
こ
と
が

で
き
な
い
家
庭
の
子
ど
も
を
預
か
る
施

設
で
す
。

○
対
象　

小
学
１
〜
３
年
生
（
障
が
い

児
は
６
年
生
ま
で
）

○
時
間　

下
校
時
〜
午
後
６
時

○
費
用　

１
人
１
か
月
５
０
０
０
円

（
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
）

※
別
途
お
や
つ
代
が
必
要
で
す
。

○
申
し
込
み　

申
請
書
に
必
要
書
類
を

添
え
て
、
１
月　

日
〜　

日
の
午
前
９

１６

１８

時
〜　

時　

分
ま
た
は
午
後
１
時　

分

１１

３０

３０

〜
４
時　

分
に
森
野
分
庁
舎
受
付
会
場

３０

へ
お
い
で
下
さ
い
。

※
案
内
書
・
申
請
書
は　

月　

日
か
ら

１２

１１

児
童
青
少
年
課
（
森
野
分
庁
舎
１
階
）

及
び
各
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
で
配
布
す
る

ほ
か
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
継
続
し
て
入
会
希
望
の
方
は
、
郵
送

（
１
月　

日
消
印
有
効
）
で
も
受
け
付

１８

け
ま
す
。

※
現
在
、
育
成
料
の
未
納
が
あ
る
方
は

継
続
し
て
入
会
は
で
き
ま
せ
ん
。
納
期

限
ま
で
に
必
ず
納
付
し
て
下
さ
い
。

□問
 

児
童
青
少
年
課
11
７
２
４
・
２
１
８

２

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

政
策
審
議
室
（
11
７
２
４
・
２
５
０

３
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　
　

月　

日
（
月
）
午
後
６
時

１２

２２

　

分
か
ら

３０○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
地
下
特
別
会

議
室
（
大
）

○
議
題　

基
本
計
画
案
の
公
表
に
向
け

て○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

※
審
議
会
の
会
議
録
と
資
料
は
市
政
情

報
課
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
長
期
計
画
策
定
に
関
す
る
情
報
は
、

町
田
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ

ま
す
。

　

町
田
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
変
更

認
可
（
案
）
の
関
係
図
書
を
ご
覧
（
縦

覧
）
い
た
だ
け
ま
す
。

測
量
に
ご
協
力
を

　

公
共
下
水
道
設
計
資
料
作
成
の
た

め
、
測
量
を
行
い
ま
す
。

　

や
む
を
得
ず
、
宅
地
内
等
に
立
ち
入

ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
地
域　

小
山
町
の
一
部

○
期
間　

３
月
中
旬
ま
で

□問
 

下
水
道
総
務
課
11
７
２
０
・
１
８
１

１

　

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
を
下
表
の
日

程
で
行
い
ま
す
。

【
ご
み
の
搬
入
受
付
】

　

リ
サ
イ
ク
ル
文
化
セ
ン
タ
ー
の
ご
み

の
搬
入
は
、　

月　

日
（
火
）
午
後
３

１２

３０

時
で
締
め
切
り
ま
す
。
年
始
は
１
月
５

日
（
月
）
午
前
８
時　

分
か
ら
で
す
。

３０

な
お
、　

月　

日
（
祝
）
は
、
ご
み
の

１２

２３

搬
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

※　

月　

日
（
土
）
、　

日
（
月
）
、

１２

２７

２９

　

日
（
火
）
の
搬
入
は
大
変
混
雑
し
ま

３０

す
の
で
、
ご
遠
慮
下
さ
い
。

　

剪
定
枝
資
源
化
セ
ン
タ
ー
は
、　

月
１２

　

日
（
月
）
午
後
４
時
ま
で
（　

日
は

２９

２３

休
み
）
、
年
始
は
１
月
５
日
（
月
）
午

前
８
時　

分
か
ら
で
す
。

３０

　

な
お
、
年
末
の
最
終
日
に
出
さ
れ
た

ご
み
は
、
年
始
ま
で
収
集
で
き
ま
せ

　

今
回
の
変
更
は
、
鶴
川
処
理
区
（
小

山
町
・
相
原
町
の
各
一
部
）
の
約
２
９

２　

を
追
加
す
る
も
の
で
す
。
縦
覧
期

ha
間
中
、
関
係
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は

町
田
市
長
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
縦
覧
期
間　
　

月　

日
〜　

日
（
土

１２

１２

２６

・
日
曜
日
は
除
く
）

○
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

○
縦
覧
場
所　

下
水
道
総
務
課
（
成
瀬

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）
、
鶴
見
川
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

□問
 

下
水
道
総
務
課
11
７
２
０
・
１
８
１

１

た
だ
き
ま
す
。

○
資
格　

障
が
い
児
教
育
に
理
解
の
あ

る　

歳
く
ら
い
ま
で
の
方
（
教
員
免
許

４０
の
有
無
は
不
問
）

○
勤
務
期
間　

４
月
１
日
〜
２
０
０
５

年
３
月　

日
（
休
業
中
は
除
く
）

３１

○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

４
時
（
週　

時
間
以
内
）

３０

○
応
募　

履
歴
書
を　

月　

日
午
後
４

１２

２５

時
ま
で
（
必
着
）
に
直
接
ま
た
は
郵
送

で
指
導
課
（
〒　

－

０
０
２
２
、
森
野

１９４

１－

　

－

　

、
11
７
２
４
・
２
１
８

３３

１０

０
）
へ
。
書
類
審
査
の
う
え
、
２
月
上

旬
に
面
接
を
行
い
ま
す
（
履
歴
書
は
返

却
し
ま
せ
ん
）
。

ん
。
集
積
所
付
近
の
方
が
迷
惑
し
ま
す

の
で
ご
注
意
下
さ
い
。
各
集
積
所
に
も

日
程
を
掲
示
し
ま
す
。

□問
 

ご
み
の
収
集
日
程
＝
中
央
収
集
事
務

所
11
７
９
７
・
７
１
１
１
、
ご
み
の
搬

入
＝
環
境
総
務
課
11
７
９
７
・
７
１
１

２

所在場所電　　　話住　　　所定員施　設　名

第６都営金森２号棟７２６・０２９０金森７７７４５金 森 学 童 保 育 ク ラ ブ
鶴 川 第 三 小７３４・０４２９鶴川６－５４５鶴 川 学 童 保 育 ク ラ ブ
本 町 田 小７２２・０８１５本町田２０３２４５本 町 田 学 童 保 育 ク ラ ブ
町 田 第 四 小７２６・２４４８森野２－２１－２８４５森 野 学 童 保 育 ク ラ ブ
町 田 第 一 小７２５・５２３１中町１－２０－３０４５中 央 学 童 保 育 ク ラ ブ
鶴 川 第 四 小７３４・３８４５鶴川３－２２４５鶴 川 第 二 学 童 保 育 ク ラ ブ
第１０都営金森１号棟７９５・４７０５金森１１８９－１４５金 森 第 二 学 童 保 育 ク ラ ブ
都 営 南 大 谷 Ａ 棟７３９・６７９１南大谷２６４４５南 大 谷 学 童 保 育 ク ラ ブ
本 町 田 東 小７２６・２４４７本町田３３５０４５藤 の 台 学 童 保 育 ク ラ ブ
都営木曽森野Ｂ－２号棟７３９・０９９５木曽町１４９－１４５木 曽 学 童 保 育 ク ラ ブ
木 曽 境 川 小７９３・２２７０木曽町１８１５－６４５木 曽 境 川 学 童 保 育 ク ラ ブ
七 国 山 小７９１・１６０６山崎町１３１４－８４５（仮）七国山学童保育クラブ
町 田 第 三 小７２２・３２６７本町田１２１２２５竹 ん 子 学 童 保 育 ク ラ ブ
町 田 第 二 小７２４・７７８４原町田４－２６－４０４５学 童 ２１ 保 育 ク ラ ブ
町 田 第 六 小７２６・２４４９南大谷１２６０４５高 ヶ 坂 学 童 保 育 ク ラ ブ
成 瀬 台 小７２２・０６３３成瀬台２－５－２４５す ま い る 学 童 保 育 ク ラ ブ
鶴 川 第 一 小７３５・４５６８野津田町１２９０４５野 津 田 学 童 保 育 ク ラ ブ
南 成 瀬 小７２６・１７５８南成瀬３－６４５な ん な る 学 童 保 育 ク ラ ブ
鶴 間 小（４月開設）鶴間１０８３４５（ 仮 ） 鶴 間 学 童 保 育 ク ラ ブ
さ く ら 保 育 園 隣７１０・１４７５玉川学園３－３５－４５４５こ ろ こ ろ 学 童 保 育 ク ラ ブ
成 瀬 セ ン タ ー７２６・７９６６成瀬２１４９－１４５成 瀬 学 童 保 育 ク ラ ブ
自 然 幼 稚 園７９１・４８８７忠生２－７－５４０自 然 学 童 保 育 ク ラ ブ

７７４・２９４７小山町３１６４－１３５小 山 学 童 保 育 ク ラ ブ
忠 生 第 一 小７９１・２４１５忠生３－１２－１１４５な か よ し ク ラ ブ
相 原 小７７４・４８２６相原町１６７３４５相原たけの子学童保育クラブ
小 川 小７９５・５８７５小川３－１０－１４５わ ん ぱ く 学 童 保 育 ク ラ ブ
小 山 田 桜 台 団 地 内７９７・６７３０小山田桜台１－３５５子どもの森桜台学童保育クラブ
三輪あいこう保育園０４４・９８７・９８７１三輪町８２－７４０三輪子どもの学園学童保育クラブ
南 第 二 小７２７・８３８４成瀬４７９７４５そ よ か ぜ 学 童 保 育 ク ラ ブ

７８３・１９３９相原町３２３６３０大 戸 の び っ 子 ク ラ ブ
藤 の 台 小７２７・８５６６金井町３０４０－１５４５藤の台ポケット組学童保育クラブ
大 蔵 小７３４・３２７７大蔵町２８６４５大 蔵 学 童 保 育 ク ラ ブ

※ひかり学童保育クラブ及び山崎第一学童保育クラブは平成１６年３月末で廃止予定のため、掲載しません。
※（仮）七国山学童保育クラブは、山崎第二学童保育クラブの移設により名称変更となります。
※そよかぜ学童保育クラブは、成瀬南学童保育クラブが名称変更したものです。
※なかよしクラブは、平成１６年４月から忠生第一小学校内に移転します。

学童保育クラブ一覧表（平成１６年度）


